
採
用
差
別
国
労
訴
訟
の
第
１２
回
口
頭
弁
論
が
９
月
３０
日
、
東
京
地
裁
民
事
１１
部
１
０
３
号
法
廷
で
開

か
れ
、
原
告
・
被
告
双
方
が
最
終
弁
論
を
行
っ
て
結
審
し
た
。
判
決
日
は
追
っ
て
通
知
さ
れ
る
。
０６
年

１２
月
に
提
訴
し
て
以
来
、
２
年
１０
カ
月
あ
ま
り
が
過
ぎ
た
。
裁
判
で
は
、
原
告
５
４
２
人
と
国
労
が
鉄

道
・
運
輸
機
構
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
き
た
。
地
裁
前
で
は
、
前
日
に
引
き
続
い
て
「
４
者
・
４
団
体
」

に
よ
る
宣
伝
行
動
が
取
り
組
ま
れ
た
。
終
了
後
に
は
、
報
告
集
会
を
新
橋
・
交
通
ビ
ル
で
開
い
た
。

採用差別国労訴訟

判
決
日
は
追
っ
て
連
絡

最最
終終
弁弁
論論
行行
いい
結結
審審

採用差別国労訴訟が結審した後の報告集会であいさつする高橋委員長

最
終
弁
論
で
は
、
原
告
闘
争
団

員
の
新
山
貞
夫
さ
ん
（
東
京
闘
争

団
）
に
つ
づ
い
て
原
告
組
合
を
代

表
し
て
高
橋
伸
二
委
員
長
が
陳

述
。
弁
護
団
は
、
�
差
別
の
実
態

が
物
語
る
不
当
労
働
行
為
（
石
井

・
後
藤
）
�
明
白
な
国
労
・
国
労

組
合
員
に
対
す
る
差
別
意
図
の
存

在
（
福
田
）
�
原
告
ら
の
被
侵
害

利
益
と
被
告
の
負
う
べ
き
損
害
賠

償
責
任
の
内
容
（
安
原
）
�
時
効

は
成
立
し
て
い
な
い
（
佐
藤
）
�

分
割
・
民
営
化
の
背
景
と
問
題
点

（
岡
田
）
�
原
告
ら
が
求
め
て
い

る
こ
と
は
何
か
、
判
決
に
求
め
ら

れ
る
も
の
は
何
か
（
宮
里
）

と
意
見
陳
述
し
た
。

新
山
さ
ん
は
、
不
採
用
通
告
を

受
け
た
と
き
、
４３
歳
だ
っ
た
。
３

人
の
子
供
が
、
中
・
高
・
大
学
へ

進
学
す
る
時
期
と
重
な
っ
た
。
社

宅
は
Ｊ
Ｒ
東
海
の
所
有
と
な
り
友

人
は
み
な
転
居
し
、
立
ち
退
き
訴

訟
も
起
こ
さ
れ
た
。
子
供
へ
の
い

じ
め
も
あ
っ
た
。「
妻
や
子
供
に

教
育
や
生
活
面
で
苦
労
と
我
慢
を

強
い
た
。
本
当
に
心
が
痛
む
」
と

陳
述
し
た
。
そ
し
て
「
こ
れ
ま
で

に
意
見
陳
述
を
し
た
原
告
闘
争
団

員
３４
人
の
気
持
ち
は
全
員
同
じ

だ
。
不
採
用
は
不
当
労
働
行
為
と

し
て
許
せ
ず
、
私
達
の
名
誉
回
復

と
人
生
を
狂
わ
せ
た
事
へ
の
償
い

を
求
め
て
い
る
」「
分
割
・
民
営

化
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
、
い
ろ

い
ろ
な
意
見
が
あ
る
。
分
割
・
民

営
化
を
知
ら
な
い
人
も
増
え
て
い

る
。
し
か
し
、
分
割
・
民
営
化
の

際
私
達
に
不
当
な
人
権
侵
害
が
加

え
ら
れ
た
こ
と
は
絶
対
に
忘
れ
て

欲
し
く
な
い
。
私
達
の
思
い
を
し

っ
か
り
受
け
止
め
た
判
決
を
お
願

い
し
た
い
」
と
訴
え
た
。

高
橋
委
員
長
は
「
２２
年
が
経
過

し
て
も
不
当
労
働
行
為
の
事
実
は

消
せ
な
い
。
不
採
用
と
さ
れ
た
組

合
員
・
家
族
が
計
り
知
れ
な
い
苦

痛
を
受
け
、
一
方
で
そ
の
苦
痛
を

強
い
た
者
の
責
任
が
放
置
さ
れ
る

こ
と
は
民
主
主
義
国
家
と
し
て
恥

ず
べ
き
こ
と
だ
。
こ
の
歳
月
は
、

救
済
利
益
を
享
受
で
き
な
い
寸
前

に
ま
で
当
事
者
を
追
い
込
ん
で
い

る
」
と
述
べ
、「
２２
年
余
に
わ
た

っ
て
闘
い
続
け
て
来
た
の
は
、
誰

も
が
安
全
な
公
共
交
通
を
支
え
る

鉄
道
の
仕
事
に
熱
意
と
誇
り
を
持

っ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
分

割
・
民
営
化
は
そ
の
よ
う
な
多
く

の
職
員
・
組
合
員
の
雇
用
を
奪

い
、地
域
経
済
を
も
荒
廃
さ
せ
た
」

「
国
労
は
、
や
み
く
も
に
国
鉄

の
分
割
・
民
営
化
に
反
対
し
た
の

で
は
な
い
。
国
労
と
し
て
の
国
鉄

再
建
案
も
示
し
、
労
働
者
の
雇
用

の
確
保
、
公
共
交
通
の
維
持
発
展

を
め
ざ
し
た
。
そ
れ
が
中
曽
根
行

革
路
線
の
目
の
敵
に
さ
れ
、
私
た

ち
は
そ
の
国
労
つ
ぶ
し
と
闘
う
ほ

か
は
な
か
っ
た
」
と
陳
述
し
た
。

最
後
に
、
裁
判
所
が
不
当
労
働
行

為
責
任
を
明
確
に
判
断
し
原
告
組

合
員
が
十
分
に
救
済
さ
れ
る
判
決

が
下
さ
れ
る
よ
う
求
め
た
。

弁
護
団
と
し
て
最
後
に
陳
述
し

た
宮
里
弁
護
士
は
「
時
の
移
ろ
い

は
、
事
件
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
が

あ
る
。
し
か
し
、
本
件
不
当
労
働

行
為
の
あ
る
べ
き
解
決
を
求
め
て

き
た
原
告
組
合
員
ら
に
と
っ
て
、

本
件
不
当
労
働
行
為
事
件
は
い
さ

さ
か
も
風
化
し
て
い
な
い
。
裁
判

所
に
は
、
本
件
不
当
労
働
行
為
の

実
相
に
鋭
い
洞
察
力
を
も
っ
て
迫

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、

原
告
組
合
員
ら
に
対
し
２０
数
年
に

わ
た
る
困
苦
を
強
い
た
本
件
不
当

労
働
行
為
の
被
害
救
済
は
い
か
に

あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
深
い
想

像
力
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
締
め
括
っ
た
。

９
・
７

６
月
以
降
、
西
ア

フ
リ
カ
で
洪
水
相
次
ぎ
２５
万
人

超
が
避
難
生
活
と
報
道
。

９
・
１１

宇
宙
航
空
研
究
開

発
機
構
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
補
給
機
（
Ｈ

Ｔ
Ｖ
）
搭
載
し
た
Ｈ
２
Ｂ
打
ち

上
げ
に
成
功
。
１８
日
Ｈ
Ｔ
Ｖ
と

Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
結
合
完
了
。

９
・
１５

Ｊ
Ｒ
東
日
本
、
自

殺
抑
止
へ
山
手
線
ホ
ー
ム
に
青

色
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
設
置
を
発
表
。

９
・
１６

民
主
・
社
民
・
国

民
新
連
立
政
権
発
足
。

９
・
２２

国
連
気
候
変
動
サ

ミ
ッ
ト
で
鳩
山
首
相
が
温
室
効

果
ガ
ス
排
出
量
を
２
０
２
０
年

ま
で
に
１
９
９
０
年
比
２５
％
削

減
す
る
中
期
目
標
表
明
。

９
・
２３

国
連
総
会
一
般
討

論
演
説
で
オ
バ
マ
米
大
統
領
が

米
国
単
独
主
義
の
転
換
明
言
。

９
・
２４

国
連
安
保
理
で

「
核
な
き
世
界
」
実
現
へ
の
決

意
う
た
っ
た
決
議
採
択
。

控訴審第５期日終了後、東京高裁前で行われた報告集会から

鉄運機構訴訟鉄
道
・
運
輸
機
構
訴
訟
（
川
端

代
表
）
の
控
訴
審
第
５
期
日
が
９

月
２９
日
、
東
京
高
裁
１
０
１
号
法

廷
で
開
か
れ
、
控
訴
人
側
は
、
準

備
書
面
�
・
�
を
提
出
し
、
鉄
建

公
団
訴
訟
高
裁
判
決
の
不
当
な
面

に
対
す
る
批
判
と
、
因
果
関
係
に

つ
い
て
の
主
張
を
行
っ
た
。
ま

た
、
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
故
の
報
告

書
漏
え
い
問
題
で
明
ら
か
と
な
っ

た
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
安
全
軽
視
の
体

質
な
ど
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ

た
。
さ
ら
に
井
手
正
敬
氏
（
元
国

鉄
東
京
西
鉄
道
管
理
局
長
）
、
佐
藤

正
男
氏
（
元
国
鉄
本
社
職
員
局
）
、

研
究
者
２
人
、
控
訴
人
３
人
の
計

７
人
の
証
人
申
請
も
行
っ
た
。

鉄
道
・
運
輸
機
構
側
は
、
控
訴

人
側
が
前
回
裁
判
で
主
張
し
た
準

備
書
面
	
（
鉄
建
公
団
訴
訟
高
裁

判
決
が
国
鉄
の
不
当
労
働
行
為
を

原
審
よ
り
踏
み
込
ん
で
認
定
し
て

い
る
こ
と
）
に
対
し
、
反
論
す
る

準
備
書
面


を
提
出
し
た
。

次
回
裁
判
は
１２
月
１０
日
で
、
そ

れ
ま
で
に
双
方
か
ら
反
論
と
追
加

の
準
備
書
面
が
提
出
さ
れ
る
。

一
審
の
東
京
地
裁
民
事
第
１９
部

で
は
、
０８
年
３
月
１３
日
に
消
滅
時

効
の
成
立
を
理
由
に
損
害
賠
償
請

求
を
全
面
的
に
棄
却
す
る
不
当
な

判
決
を
出
し
た
。
し
か
し
、
民
事

第
３６
部
が
０５
年
９
月
１５
日
、
民
事

１１
部
が
０８
年
１
月
２３
日
、
東
京
高

裁
第
１７
民
事
部
が
０９
年
３
月
２５
日

に
い
ず
れ
も
国
鉄
に
よ
る
差
別
的

な
名
簿
不
搭
載
を
不
法
行
為
と

し
、
消
滅
時
効
の
成
立
を
否
定
し

て
損
害
賠
償
を
認
め
る
判
決
を
出

し
て
い
る
。

井
手
氏
ら
を
証
人
申
請

次
回
期
日
は
１２
月
１０
日

名古屋で国労加入
中央線大曽根駅

９月３日、名古屋地本愛知県支部で

中央線大曽根駅の４８歳営業指導係が国

労に加入した。

２１歳青年が加入京橋車掌区で加入
貨物・広島車両所近畿・大阪地区車掌分会

広島地本の貨物・広島車両所で９月１８日、２１

歳青年が国労に加入した。これは西日本本部第

２３回定期大会以降はじめての加入となるもの。

９月２６日、大阪地区本部大阪地区車

掌分会の京橋車掌区で４７歳男性が西労

組から国労に加入した。

い
よ
い
よ
鳩
山
新

政
権
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。
マ
ス
コ
ミ
各
社

の
発
表
し
た
新
内
閣

支
持
率
は
い
ず
れ
も

７０
％
を
超
す
高
い
数

値
が
並
ん
だ
。
政
権
公
約
で
も
あ

る
生
活
保
護
の
母
子
加
算
復
活
、

障
害
者
自
立
支
援
法
の
廃
止
、
子

供
手
当
て
の
新
設
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
廃
止
、
労
働
者
派
遣

法
の
改
正
、
イ
ン
ド
洋
給
油
活
動

の
中
止
な
ど
、
国
民
の
声
を
反
映

し
て
新
政
権
・
新
大
臣
の
語
る

「
抱
負
」
が
、
支
持
率
調
査
に
反

映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
大
い
に

そ
の
実
行
を
期
待
し
た
い
。
▼
一

方
で
、
疑
問
や
不
安
も
調
査
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。
郵
政
民
営
化
や

米
軍
基
地
問
題
、
高
速
道
路
の
原

則
無
料
化
な
ど
が
そ
れ
だ
。
そ
の

あ
り
方
や
実
施
方
法
を
め
ぐ
る
連

立
政
権
内
で
の
今
後
の
詰
め
と
、

国
会
と
国
民
へ
の
説
明
、
理
解
と

納
得
に
は
曲
折
が
予
想
さ
れ
る
。

中
で
も
、
高
速
道
路
無
料
化
は
、

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
に
も
逆
行
す

る
。
Ｃ
Ｏ
２

増
加
で
環
境
面
か
ら

も
重
大
な
問
題
と
各
方
面
か
ら
批

判
が
起
き
て
い
る
。
▼
自
動
車
中

心
、
道
路
建
設
重
視
の
こ
れ
ま
で

の
政
策
を
見
直
し
、
船
舶
、
鉄
道

を
含
む
公
共
交
通
の
役
割
を
大
き

く
捉
え
な
お
し
、
環
境
面
に
も
配

慮
し
た
持
続
可
能
な
国
の
交
通
政

策
を
確
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
交
通
面
で

も
国
の
予
算
の
配
分
を
検
討
し
な

お
す
時
期
が
今
で
あ
り
、
高
速
道

路
無
料
化
も
そ
う
し
た
立
場
か
ら

慎
重
な
対
応
を
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
▼
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
で
は
、

「
早
期
に
人
道
的
解
決
が
必
要
」

と
の
見
解
が
与
野
党
か
ら
寄
せ
ら

れ
て
き
た
。
今
度
こ
そ
当
事
者
が

放
置
さ
れ
て
き
た
２３
年
の
苦
し
み

が
解
決
で
き
る
よ
う
、
政
治
の
責

任
を
期
待
し
た
い
。

（
池
）
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映
画「
沈
ま
ぬ
太
陽
」１０
月
２４
日
公
開

エ
リ
ア
本
部

北
海
道
本
部

（
３
〜
４
日
に
第
２４
回
大
会
）

東
日
本
本
部

（
６
日
に
第
１
回
執
行
委
員
会
）

東
海
本
部

執
行
委
員
長＝

渡
辺
良
成
・
静

岡
（
総
括
）
▽
執
行
副
委
員
長＝

北
山
雅
人
・
新
幹
線
（
調
査
・
業
務

統
括
）
▽
書

記

長＝

専

従
・
上

野

力
・
新
幹
線
（
企
画
・
総
財
統
括
）

▽
執
行
委
員＝

高
木
宏
・
新
幹
線

（
賃
対
部
長
）
、
専
従
・
山
崎
明
彦
・

新
幹
線
（
業
務
部
長
）
、
真
壁
茂
重

・
新
幹
線
（
総
財
部
長
）
、
小
山
謙

二
・
新
幹
線
（
調
査
部
長
）
、
杉
本

洋
一
・
静
岡
（
組
織
部
長
）
、
細
木

義
孝
・
新
幹
線
（
教
宣
部
長
）
、
一

柳
弘
一
・
名
古
屋
（
教
宣
部
次
長
）

▽
会
計
監
査
員＝

土
田
健
一
（
新

幹
線
）
、
矢
部
康
一
郎
（
静
岡
）
▽

青

年

部

長＝

浅

野

輝

巳
（
名

古

屋
）
▽
婦
人
部
長＝

市
岡
ひ
と
み

（
名
古
屋
）
▽
書
記＝

小
林
久
美

子
（
総
務
・
財
政
・
組
織
）
、
小
出
哲

三
（
業
務
・
調
査
・
教
宣
）
。

西
日
本
本
部

執
行
委
員
長＝

専
従
・
田
中
守

・
近
畿
（
総
括
、
総
務
、
法
対
）
▽
執

行
副
委
員
長＝

重
村
幸
司
・
広
島

（
共

闘

部

長
、
家

族

会
・
貨

物

担

当
）
、
出
戸
健
治
・
米
子
（
組
織
総

括
、
業

務
）
、
▽
書

記

長＝

専

従
・

葭
岡
庄
吾
・
近
畿
（
企
画
部
長
、
業

務
）
▽
執
行
委
員＝

東
城
行
宏
・

岡
山
（
財
政
部
長
、
業
務
）
、
新
田

敏
雄
・
近
畿
（
業
務
部
長
）
、
青
木

達
夫
・
近
畿
（
賃
金
対
策
部
長
、
組

織
部
長
、
業
務
）
、
木
元
昌
・
近
畿

（
貨
物
担
当
部
長
、
組
織
）
、
羽
柴

二
郎
・
北
陸
（
教
宣
部
長
、
業
務
）
、

中
本
博
次
・
近
畿
（
調
査
・
福
祉
対

策
部
長
、
業
務
）
▽
会
計
監
査
員

＝

大

橋

進
（
近

畿
）
、
藤

井

茂

吉

（
広
島
）
▽
青
年
部
長＝

強
田
安

昭
（
近
畿
）
▽
婦

人

部

長＝

福

永

美
砂
子
（
近
畿
）
。

四
国
本
部

執
行
委
員
長＝

福
崎
有
二
（
総

括
・
政
治
・
共
闘
）
▽
執
行
副
委
員

長＝

田
中
定
昭
（
財
政
部
長
・
組

織
部

長
・
業

務
）
▽
書

記

長＝

専

従
・
中
山
博
文
（
企
画
部
長
・
教
宣

部
長
・
業
務
部
長
）
▽
執
行
委
員

＝

赤
松
茂
輝
（
教
宣
・
調

査
）
、
森

本
日
登
司
（
組
織
・
教
宣
）
、
大
江

康
昭
（
調
査
部
長
・
教
宣
）
、
小
川

都
重
（
賃
対
部
長
・
業
務
・
財
政
）
、

綾
与
利
男
（
組
織
〈
青
年
担
当
〉・

調
査
）
▽
会
計
監
査
員＝

天
野
真

吾
、
安
藤
博
文
。【
闘
争
委
員
会
設

置
】九

州
本
部

執
行
委
員
長
（
闘
争
委
員
長
）

＝

伊
藤
一
之
（
総
括
・
財
政
・
政
治

・
共
闘
部
長
・
総
務
部
長
）
▽
執
行

副
委
員
長
（
闘
争
副
委
員
長
）＝

野
田
久
好
（
企
画
・
法
対
）
、
明
石

成
喜
（
業
務
部
長
・
福
対
部
長
・
組

織
）
▽
書
記
長
（
闘
争
副
委
員
長
）

＝

専
従
・
真
子
俊
久
（
企
画
部
長
・

法
対
部
長
・
戦
術
委
員
長
・
組
織
・

共
闘
）
▽
執
行
委
員
（
闘
争
委
員
）

＝

千
々
岩
隆
（
財
政
部
長
・
組
織

部
長
・
教
宣
・
業
務
）
、
安
川
隆
男

（
調
査
福
対
・
業
務
・
組
織
・
貨
物

担
当
）
、
木
寺
正
輔
（
教
宣
部
長
・

調
査
・
業
務
・
組
織
）
、
安
本
啓
一

（
賃
対
部
長
・
業
務
・
組

織
）
▽
特

別
執
行
委
員＝

神
宮
義
秋
（
政
治

担
当
）
。

地
方
本
部

新
幹
線
地
本

執
行
委
員
長
・
専
従＝

徳
竹
一

男
▽
執
行
副
委
員
長＝

出
村
羊

三
、
吉
広
秀
信
、
矢
野
晴
之
▽
書

記
長＝

佐
藤
裕
樹
▽
執
行
委
員＝

竹
井
陽
一
（
財
政
部
長
）
、
佐
藤
健

二
（
業
務
部
長
）
、
吉
澤
毅
（
業
務

部
員
）
、
坂
下
智
康
（
組
織
部
長
）
、

森

和

浩
（
組

織

部

員
）
、
石

塚

浩

（
教
宣
部
長
）
、
大
橋
達
雄
（
教
宣

部
員
）
、
川
畑
昭
二
（
調
査
部
長
）
、

今
泉
秋
雄
（
福
対
部
長
）
、
真
田
清

美
（
福
対
部
員
）
▽
会
計
監
査＝

尾
崎
勝
巳
、
大
村
泰
之
、
道
上
昭

好
▽
特
別
執
行
委
員
（
各
職
協
議

長
及
び
上
部
機
関
役
員
）
▽
書
記

＝

中
村
豊
。

静
岡
地
本

執
行
委
員
長＝

森
田
豊
次
（
政

治
部
長
、
福
対
部
長
）
▽
執
行
副

委
員
長＝

沖
基
幸
（
法
対
部
長
、

業
務
・
組

織
）
▽
書

記

長＝

専

従

・
植
田
誠
（
企
画
部
長
）
▽
執
行

委
員＝
若
原
淳
一
（
財
政
部
長
）
、

長
岡
正
之
（
業
務
部
長
）
、
鈴
木
和

巳
（
教
宣
部
長
、
貨
物
担
当
）
、
村

松

鉱

司
（
調

査

部

長
、
出

向

対

策
）
、
渡
辺
和
久
（
組
織
部
長
）
、
浦

田
浩
幸
（
共
闘
部
長
・
県
評
）
、
福

田
哲
久
（
共
闘
担
当
・
県
共
闘
）
▽

青
年
部
長＝

小
川
敏
広
▽
会
計
監

査
員＝

増
田
和
明
、
関
野
規
雄
▽

特
別
執
行
委
員＝

輿
水
芳
武
、
山

梨
孝
夫
、
川
口
知
治
、
斎
藤
信
道
、

山
梨
幸
夫
、
沢
端
雄
二
、
望
月
立

夫
、
鈴
木
敏
和
、
野
田
紀
泰
、
市
川

寿
、
海
野
洋
一
、
荒
木
孝
輔
▽
書

記＝

山
崎
順
子
。

名
古
屋
地
本

執
行
委
員
長＝

木
股
昭
一
（
総

括
、
政
治
共
闘
）
▽
執
行
副
委
員

長＝

大
西
二
夫
（
総
務
・
財
政
部

長
）
、
田
中
悟
（
業
務
部

長
）
▽
書

記
長
・
専
従＝

伊
藤
耕
二
（
企
画
・

法
対
部
長
）
▽
執
行
委
員＝

江
口

満
則
（
調
査
部
長
、
教
宣
部
長
）
、

大
金
健
治
（
組
織
・
貨
物
）
、
小
栗

和
夫
（
組
織
、
出
向
者
連
絡
会
）
、

亀
井
和
弘
（
組
織
部
長
・
業
務
）
▽

青
年
部
長＝

浅
野
輝
巳
▽
婦
人
部

長＝

市
岡
ひ
と
み
▽
会
計
監
査
員

＝

冨
田
努
、
中
野
正
樹
名
▽
特
別

執
行
委
員
（
業
務
委
員
会
）＝

土

谷
敏
幸
、
井
戸
均
、
江
川
三
樹
男
、

加
藤
修
一
、
坪
井
宣
篤
。

近
畿
地
本

執
行
委
員
長＝

居
川
正
仁
（
総

括
）
▽
執
行
副
委
員
長＝

波
来
和

明
（
組
織
総
括
）
、
山
根
広
之
（
総

務
・
財
政
総
括
、
家
族
会
）
▽
書
記

長＝

専
従
・
井
戸
敏
光
（
業
務
総

括
、
企
画
・
法
対
部
長
）
▽
執
行
委

員＝

中
筋
一
行
（
組
織
部
長
、
調

査
、
教
宣
）
、
羽
生
隆
盛
（
総
務
・
財

政
部
長
）
、
平
野
清
春
（
業
務
部
長

〈
安
全
対
策
Ｐ
Ｔ
〉
）
、
三
好
広
之

（
教
宣
部
長
、
業
務
）
、
平
田
尚
（
調

査
・
福
対
部
長
、
組
織
）
、
永
井
義

信
（
貨

物
、
組

織
、
業

務
）
▽
会

計

監
査
員＝

前
田
三
喜
男
、
澤
波
澄

雄
、
森
下
保
、
亀
尾
紀
佐
▽
特
別

執

行

委

員＝

中

島

秀

明
、
大

矢

勝
、
北
野
泰
司
。

広
島
地
本

執
行
委
員
長＝

重
村
幸
司
・
専

従
（
総
括
）
▽
執
行
副
委
員
長＝

本
山
繁
則
（
財
政
部
長
・
交
渉
〈
新

幹
線
〉
）
▽
書
記
長＝

佐
々
木
隆

一
（
総
務
・
企
画
部
長
・
共

闘
）
▽

執
行
委
員＝

俵
浩
己
（
組
織
部
長

・
交
渉
）
、
長
尾
保
宏
（
調
査
部
長
・

交
渉
〈
貨
物
〉・
共
闘
）
、
中
野
健
二

（
交
渉
部
長
・
共
闘
部
長
・
調
査
・

組
織
）
、
徳
永
聖
（
教
宣
部
長
・
企

画
・
交
渉
・
労
安
担
当
）
▽
青
年
部

長＝

清
水

良

輔
（
企

画
）
▽
会

計

監

査

員＝

藤

井

茂

吉
、
峰

岡

敏

夫
。
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「沈まぬ太陽」１０月２４日より全国拡大ロードショー
(C)２００９「沈まぬ太陽」製作委員会

不
屈
の
精
神

生
命
の
尊
さ

映
画
「
沈
ま
ぬ
太
陽
」（
角
川

映
画
・
若
松
節
朗
監
督
）
の
ロ
ー

ド
シ
ョ
ー
が
１０
月
２４
日
か
ら
東
宝

系
で
始
ま
る
。
山
崎
豊
子
の
小
説

を
も
と
に
映
画
化
し
た
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
。
上
映
時
間
は
原
作

の
世
界
観
を
表
現
し
た
た
め
３
時

間
２２
分
と
破
格
の
長
さ
。
途
中
１０

分
の
休
憩
（
イ
ン
タ
ー
ミ
ッ
シ
ョ

ン
）
が
入
る
。

内
容
は
、
１
９
６
０
年
代
、
巨

大
企
業
「
国
民
航
空
」
の
労
組
委

員
長
恩
地
元
（
渡
辺
謙
）
が
、
ス

ト
を
構
え
て
一
時
金
闘
争
を
し
た

結
果
、
会
社
側
か
ら
嫌
悪
さ
れ
、

パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
、
ケ
ニ
ア

へ
と
海
外
赴
任
を
続
け
さ
せ
ら
れ

る
。
同
期
の
副
委
員
長
行
天
四
朗

（
三
浦
友
和
）
は
、
組
合
を
抜
け

て
管
理
職
コ
ー
ス
に
乗
り
、
第
２

組
合
作
り
に
手
を
染
め
る
。

１０
年
を
経
て
恩
地
は
本
社
復
帰

を
果
た
す
。
し
か
し
待
遇
は
変
わ

ら
な
い
。
そ
の
日
々
の
な
か
で
、

航
空
史
上
最
大
の
ジ
ャ
ン
ボ
機
墜

落
事
故
が
起
き
、
恩
地
は
遺
族
係

と
し
て
苦
闘
す
る
。
政
府
は
、
会

社
組
織
の
立
て
直
し
を
図
る
た

め
、
民
間
の
国
見
正
之
（
石
坂
浩

二
）
に
新
会
長
就
任
を
要
請
。
恩

地
は
新
設
さ
れ
た
会
長
室
長
に
抜

擢
さ
れ
た
。
そ
し
て
旧
態
依
然
と

し
て
変
化
を
望
ま
な
い
会
社
組
織

と
の
暗
闘
が
は
じ
ま
る
。

こ
の
映
画
の
試
写
会
が
９
月
２５

日
に
行
わ
れ
た
。
皮
肉
に
も
現
実

世
界
で
は
、
前
後
し
て
、
日
本
航

空
が
発
足
し
た
ば
か
り
の
新
政
権

に
た
い
し
て
産
業
再
生
法
に
基
づ

く
公
的
資
金
に
よ
る
救
済
を
求
め

た
。
Ｊ
Ｒ
西
日
本
で
は
福
知
山
線

事
故
報
告
書
漏
え
い
問
題
が
発
覚

し
、
そ
の
モ
ラ
ル
の
低
さ
と
安
全

規
範
の
な
さ
が
改
め
て
指
弾
さ
れ

て
い
る
。

映
画
の
時
代
背
景
は
、
国
労
の

歴
史
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
６２

年
に
全
交
運
共
闘
が
発
足
し
た
頃

か
ら
、
マ
ル
生
を
経
て
、
国
鉄
分

割
・
民
営
化
が
行
わ
れ
た
８０
年
代

に
至
る
も
の
だ
。「
空
」
と
「
陸
」

と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
重
な
る

思
い
に
共
感
す
る
も
の
が
多
く
あ

る
。

タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
解
消
や

運
転
手
の
労
働
条
件
改
善
に
向
け

た
「
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化

法
」
が
１０
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
。

新
規
タ
ク
シ
ー
の
参
入
制
限
な
ど

規
制
強
化
を
盛
り
込
ん
だ
同
法
は

６
月
１８
日
の
参
議
院
本
会
議
で
全

会
一
致
で
可
決
・
成
立
し
た
。
過

度
な
タ
ク
シ
ー
増
車
や
運
賃
競
争

を
制
限
し
、
乗
務
員
の
労
働
条
件

改
善
を
は
か
る
こ
と
が
狙
い
だ
。

２
０
０
０
年
の
道
路
運
送
法
改

正
で
、
０２
年
か
ら
タ
ク
シ
ー
の
新

規
参
入
・
増
車
の
自
由
化
へ
と
規

制
緩
和
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
タ
ク
シ
ー
１
台
当
た
り
の
運

賃
収
入
は
激
減
。
タ
ク
シ
ー
会
社

は
収
益
を
上
げ
る
た
め
、
タ
ク
シ

ー
の
台
数
を
増
や
す
な
ど
悪
循
環

を
繰
り
返
し
、
歩
合
給
で
働
く
乗

務
員
の
待
遇
悪
化
が
深
刻
な
社
会

問
題
と
な
っ
た
。

法
律
の
施
行
に
よ
り
、
国
土
交

通
省
は
タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
が

生
じ
て
い
る
地
域
を
「
特
定
地

域
」
と
し
て
指
定
し
、
新
規
事
業

の
参
入
を
抑
制
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
地
区
内
で
は
、
増
車
も
届

出
制
か
ら
許
可
制
へ
と
変
更
さ
れ

る
。
さ
ら
に
同
地
域
で
は
、
事
業

者
で
つ
く
る
協
議
会
を
設
置
。
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
や
配
車
ル
ー
ル
の

設
定
な
ど
を
話
し
合
う
。
地
域
内

の
各
社
が
協
調
し
て
行
う
減
車
も

独
占
禁
止
法
の
適
用
除
外
と
な

る
。
道
路
運
送
法
の
運
賃
認
可
基

準
も
厳
し
く
な
る
。

こ
の
間
、
全
自
交
労
連
は
、
国

を
相
手
に
し
た
行
政
訴
訟
を
東
京

・
大
阪
で
起
こ
し
、
規
制
緩
和
の

撤
回
を
求
め
て
闘
い
、
国
労
も
署

名
活
動
な
ど
支
援
行
動
を
取
り
組

ん
で
き
た
。
タ
ク
シ
ー
規
制
緩
和

政
策
が
転
換
さ
れ
た
こ
と
を
う
け

て
、
法
律
が
施
行
さ
れ
た
直
前
の

９
月
１４
日
、
全
自
交
労
連
の
代
表

が
本
部
を
訪
問
し
、
お
礼
の
言
葉

が
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
こ
の
間

の
経
緯
が
報
告
さ
れ
た
。

２
市
町
議
会
が

「
意
見
書
」採
択

「
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
の
早
期
解

決
を
求
め
る
意
見
書
」
が
９
月
１７

日
佐
賀
県
大
町
町
議
会
、
９
月
１８

日
香
川
県
三
豊
市
議
会
で
採
択
さ

れ
た
。
提
出
先
は
両
議
会
と
も
同

じ
で
、
衆
院
議
長
・
参
院
議
長
・

首
相
・
厚
生
労
働
相
・
国
土
交
通

相
宛
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

り

累

計

は
、
８
２
２
自

治

体

１
２
１
６
本
（
１９
都

道

府

県
・

２
７
３
市
・
４
５
４
町
・
６０
村
・

１６
特
別
区
）
、
最
高
裁
判
決
以
降

（
２
０
０
３
年
１２
月
２２
日
）
で

は

３
４
６
自
治
体
に
も
な
る
。

非
加
入
者
が
増
加

米
国
の
健
康
保
険

Ａ
Ｆ
Ｌ
―
Ｃ
Ｉ
Ｏ
（
米
国
労
働

総
同
盟
産
別
会
議
）
は
９
月
１１
日

付
ニ
ュ
ー
ス
で
、
米
国
の
最
新
貧

困
状
況
を
紹
介
し
た
。
米
国
勢
調

査
局
が
発
表
し
た
最
新
デ
ー
タ
に

基
づ
く
も
の
で
、
健
康
保
険
加
入

者
が
１
年
間
で
約
６８
万
人
減
少
し

た
と
い
う
。

企
業
が
提
供
す
る
健
康
保
険
の

加
入
者
は
１
１
０
万
人
減
っ
て
い

る
。
米
国
で
は
、
貧
困
層
を
対
象

と
す
る
国
の
健
康
保
険
（
メ
デ
ィ

ケ
イ
ド
）
が
、
子
ど
も
へ
の
適
用

を
拡
大
。
昨
年
は
新
た
に
３
１
０

万
人
が
健
康
保
険
適
用
に
な
っ

た
。
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
健
康

保
険
加
入
者
が
減
少
し
た
の
は
、

個
人
で
保
険
に
入
っ
て
い
た
人
が

激
減
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。

業
界
ル
ー
ル
適
正
化
へ

タ
ク
シ
ー
規
制
強
化
法
が
施
行
全自交労連が
支援に感謝
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